
令和７年度やまなしＫＡＩＧＯマスター養成・認証事業募集要項 
 
１主   催 山梨県福祉保健部健康長寿推進課 

研修実施機関：学校法人帝京科学大学帝京福祉専門学校 
（所在地 山梨市上神内川７７－３） 

 
２開 催 期 間 ①円滑就労支援プログラム（オンライン１０時間） 

令和８年２月１７日（火）、２月２６日（木） 
②介護マスタープログラム 

（オンデマンド２８時間＋スクーリング７時間）： 

令和７年１２月８日（月）～令和８年１月１２日（月） 

※オンデマンド配信のため、この期間内に講義動画を視聴 

してください。 

令和８年１月２１日（水）はスクーリングによる開催です。 

 

３受講要件等 ①円滑就労支援プログラム 定員２０名程度 

・技能実習や特定技能制度で来日し、県内の介護サービス事業所で

働く外国人介護人材のうち入職１年未満、日本語能力試験【ＪＬ

ＰＴ】Ｎ４以上と同等と認められる者 

②介護マスタープログラム 定員２０名程度 

・技能実習や特定技能制度で来日し、県内の介護サービス事業所で

働く外国人介護人材のうち入職１年以上、日本語能力試験【ＪＬ

ＰＴ】Ｎ３以上と同等と認められる者 

 
４受 講 費 用 無料（通信費や通信機器、スクーリングの際の会場への移動経費は 

受講者負担） 
 
５申 込 方 法 研修実施機関あてに、介護サービス事業所毎にＦＡＸで申込下さい。 

申込先：学校法人帝京科学大学帝京福祉専門学校 
ＦＡＸ：０５５３－２２－７７５７  

（ＴＥＬ：０５５３－２２－６７７６） 
 
６受 講 決 定 受講決定した者には、申込をした施設・事業所あてに、研修実施機

関より、受講決定の連絡（メール）をし、テキストを郵送します。 
 
７修了要件等 介護マスタープログラムについて研修実施機関の修了評価を受けた

方を、「やまなしＫＡＩＧＯマスター」として、県が認証（認証式の

開催、認定証の授与を予定しています）します。 


